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１．はじめに
　最近韓国で話題になっている特許紛争と韓国大法
院と韓国特許法院が重要な判決として発表した判決
の中で、特に日本企業に役立つような判決を選んで
紹介する。

２．最近の韓国における主な特許紛争
（１）ＤＤＰ−４系列の糖尿病治療剤「ジャヌビア（シ

タグリプチン）の組成物および水和物の特許無効

事件

　　（メルク・アンド・カムパニー・インコーポレー

テッドvs.韓美（ハンミ）薬品株式会社等）

韓国の韓美（ハンミ）薬品株式会社１や株式会
社鍾根堂（ジョングンダン）を含む韓国の製薬
メーカー12社が、ＤＤＰ−４系列の糖尿病治療
剤「ジャヌビア（シタグリプチン）」の組成物およ
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び水和物に関する、世界的な製薬会社メルク・ア
ンド・カムパニー・インコーポレーテッド（以下、
メルク社）の２件の特許に対してそれぞれ請求し
た特許無効審判において、韓国特許審判院が下し
た特許無効審決に対してメルク社が提起した特許
無効審決取消訴訟に対して、2018年１月19日に特
許が無効である趣旨の判決が下されていた２。特
許法院の判決に対してメルク社が上告したが、大
法院は、2018年６月15日に、「審理不続行３」とし
て上告を棄却した。これで、メルク社の当該特許
は無効が確定した。

関連特許は、シタグリプチンリン酸塩の特許
（韓国特許第10−1016569号）とシタグリプチンリ
ン酸塩の結晶性水和物の特許（韓国特許第10−
1013431号）で、何れも2024年６月18日に存続期
間が満了する。リン酸塩の特許に対しては11社が、
結晶性水和物の特許に対しては４社が、特許無効
審判を請求していた。

一方、メルク社は、「糖尿病の治療または予防

のためのジペプチジルペプチダーゼ阻害剤として
のβ−アミノテトラヒドロイミダゾ（１、２−
a）ピラジンとテトラヒドロトリアゾロ（４、３−
a）ピラジン」に関する物質特許を保有しているが、
当該物質特許に対しては、存続期間延長無効審判
請求が請求され、現在２審である特許法院で係属
中である。そして、他の韓国メーカー３社は、当
該物質特許に対して、消極的権利範囲確認審判を
提起した。

（２）　アモーレパシフィック社の「クッション」特

許に関する特許侵害及び無効事件

　　（株式会社アモーレパシフィックvs.コスメクス

株式会社）

関連特許は、韓国のアモーレパシフィックグ
ループ６が2008年の発売以来累積販売量が１億個
以上に達しているクッションという製品に関す
る。当社の2015年の売上高の20％ほどがクッショ
ンの売上げで得られたものであると報じられてい

事件番号：2016ホ984登録無効（特）
原告（審判被請求人）：メルク・アンド・カムパニー・インコーポレーテッド
被告（審判請求人）：韓美（ハンミ）薬品株式会社等11社
原審：特許審判院2015.12.14審決2014ダン2783審決等、請求認容（特許無効）
特許権：韓国特許第10−1016569号４

１）発明の名称：ジペプチジルペプチダーゼ−IV阻害剤の燐酸塩
２）国際出願日/優先日/登録日/登録番号：2004.06.18/2003.06.24/2011.02.15/10−1155957
３）特許権者：メルク・アンド・カムパニー・インコーポレーテッド
４）特許請求範囲

【請求項２】（代表請求項）
下記化学式IIの（２R）−４−オキソ−４−３−（トリフルオロメチル）−５,６−ジヒドロ［１,２,４］トリアゾ
ロ［４,３−a］ピラジン−７（８H）−イル］−１−（２,４,５−トリフルオロフェニル）ブタン−２−アミンの燐
酸二水素塩又は薬剤学的に許容されるこれの水和物。

【化II】

リン酸塩の特許関連：【特許法院2018.１.19.宣告2016ホ984判決】


